
　町の心理師、岡本です。
　今回は支援会議や教育相談でよく使われる手立てについてのお話。
　その名もズバリ「環境調整」です。あまり聞き慣れない言葉だと思います。
　一見すると「環境」という言葉のインパクトが強すぎるため、引っ越すとか、学校を変えるとか、大きく環境
を変えることをイメージするかもしれませんが、必ずしもそれだけではありません。より小さなものだと教室
の座席を変えるとか、宿題の量を減らすとか、あるいは何かした後にご褒美を設定するとかも、環境調整に含
まれます。
　このように子どもを取り巻く「物」や「場所」を調整するだけでなく、さらに「人」の調整もこれに当てはまりま
す。声かけの仕方やタイミングを変える、関わりの頻度を増やすか、減らすかなど、人の動きに関する工夫も
環境調整の1つです。
　まとめると、支援会議や教育相談における環境調整とは、対象となる子どもの望ましい姿を増やしたり、困
りごとを少なくしたりするために、おもに周囲の大人が中心となって、子どもを取り巻く人や物などの動き・
配置・設定・準備などの工夫や検討をすることだと言えます（長くなってしまいました…）。何も心理師の仕事は、
ただウンウンと話を聞くだけでも、「様子を見ましょう」と言うだけでもないですよ。
　あらためて「環境調整」について書いてみると、字面からは冷たく機械的な印象を受けますが、実際には大人
たちが手間暇かけて捻り出している激アツな支援だということがわかります。お家の方や先生方が、家事を抜
けて、仕事を終えて、ときに勤務時間外に行われる会議や相談が冷たいはずはありません。ただ「環境調整」は
岡本独りで考えたり、実行したりすることができないため、ぜひ一緒に考えさせてください。
	 問い合わせ先　教育委員会学校教育係	（32）9100
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 「実際はぬるめから…」
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特定小型原動機付自転車に関する
税率および課税標識の交付等について

申請・問い合わせ先　軽自動車税(種別割)に関すること　税務課住民税係（32）3126

特定小型原動機付自転車（いわゆる電動キックボード等）とは
　令和５年７月１日から、道路交通法、および道路運送車両法の保安基準の一部が改正され、
原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするものであって、以下
の要件全てに該当するものが、「特定小型原動機付自転車」と定義されました。

・原動機の定格出力が0.60kw以下であること。
・長さ1.9m以下、幅0.6m以下であること。
・最高速度が20km/h以下であること。

　令和６年度の軽自動車税（種別割）から、次のとおりとなります。

●改正内容
　三輪以上で「特定小型原動機付自転車」に該当する場合は、令和６年度課税分よりミニカーの税率区
分から原動機付自転車の税率区分に移行します。
　二輪のもので「特定小型原動機付自転車」に該当する場合は、これまでどおり原動機付自転車の税
率区分（2,000円）となります。

※１	ミニカーとは、三輪以上のもので総排気量が20㏄超で50㏄以下、または定格出力が0.25kw超で
0.6kw以下の原動機付自転車をいいます。（以下のものを除きます）
・車室を備えず、かつ輪距（２以上の輪距を有するものは、その輪距のうち最大のもの）が0.5m以下
のものおよび側面が構造上開放されている車室を備え、かつ輪距が0.5m以下のもの。

・外部電源により供給される電気を動力源とするものであって、定格出力が0.6kw以下、かつ車体の
大きさが長さ1.9m以下、幅0.6m以下で、最高速度が20km/h以下のもの。

軽自動車税（種別割）の税率について

車 種 区 分 税率（年税額）
原動機付自転車　50㏄以下

（二輪および三輪以上の特定小型原動機付自転車を含む） 2,000円

原動機付自転車　ミニカー
（三輪以上の特定小型原動機付自転車等を除く※１） 3,700円

　改正道路交通法等の施行日にあわせて、特定小型原動機付自転車に対応した新課税標識は、７月
１日より交付します。
　また、改正法施行日より前に従来の課税標識が交付されている車両について、新課税標識への交
換が可能です。新課税標識の交付、または交換には次の書類等が必要となります。

新課税標識の交付、交換に必要な物

　課税標識（ナンバープレート）について

新規交付の場合に必要な物 交換の場合に必要な物
販売証明書

車両の規格等が記載された書類
標識（ナンバープレート）

車両の規格等が記載された書類
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